
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�
�
�
�
�
�

�� �� ��
�� �� ���

知
的
財
産
権
制
度
入
門

平
成
30
年
度

特

許

庁

本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、

「Aランク」のみを用いて作成しているため、「紙へリサイクル可」
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２０１８年（平成３０年）１月、地域団体商標を活用する皆様からの強い要望を受け「地

域団体商標マーク」を決定しました。 

本マークは、「地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されている」ことを示す証

です。地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の

使用許諾を受けた者が、指定商品又は指定役務について使用する地域団体商標に係る登録商

標に付して、マークを使用することができます。本マークを継続して用いることで、一般消

費者や取引先、同業者等の認識が高まり、地域ブランドとしての信用・信頼が蓄積すること

が期待されます。 

特許庁としても、地域団体商標制度の活用を通じた地域の産業発展に向け、本マークの知

名度の向上に努めていきます。 
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共有特許の法的ルール（特許法73条）

Ａ
Ｂ

特許権者そ
れ

ぞ
れ

同
意

な
し
に

実
施

で
き
る

（
契
約

で
別

段
の

定
め

が
あ

る
場

合
は

別
）

特
許

発
明

の
実

施

Ｃ

Ｂさんの同意が

必要

ライセンス・

譲渡

共有特許の法的ルール（特許法73条）

Ａ
Ｂ

特許権者そ
れ

ぞ
れ

同
意

な
し
に

実
施

で
き
る

（
契
約

で
別

段
の

定
め

が
あ

る
場

合
は

別
）

特
許

発
明

の
実

施

Ｃ

Ｂさんの同意が

必要

ライセンス・

譲渡
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不正競争防止法の体系（法律の全体構成）

①
周
知
な
商
品
等
表
示
の

混
同
惹
起
(１
号
)

②
著
名
な
商
品
等
表
示
の

冒
用
(２
号
)

③
他
人
の
商
品
形
態
を
模
倣

し
た
商
品
の
提
供（
３
号
）

⺠事的措置と刑事的措置あり

⑧
信
用
毀
損
行
為（

15号
）

⑦
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の

原
産
地
、
品
質
等
の

誤
認
惹
起
表
示（

14号
）

不正競争の定義（第２条）

⑥
ド
メ
イ
ン
名
の

不
正
取
得
等

（

13号
）

④
営
業
秘
密
の
侵
害

（
４
号
～

10号
）

刑事的措置のみ

措置の内容

⑨
代
理
人
等
の
商
標
冒
用

（

16号
）

不正競争のうち、⼀定の⾏為を⾏った者に対して、以下の処罰を規定。

○罰則（21条）

・営業秘密侵害罪︓10年以下の懲役⼜は2000万円以下（海外使用等

は3000万円以下）の罰⾦

・ そ の 他 ︓5年以下の懲役⼜は500万円以下の罰⾦

○法人両罰（22条）

・営業秘密侵害罪の⼀部︓５億円（海外使用等は10億円）以下

・ そ の 他 ︓３億円以下

○国外での⾏為に対する処罰（21条6項・7項・８項）

（営業秘密侵害罪、秘密保持命令違反、外国公務員贈賄罪）

○営業秘密侵害⾏為による不当収益等の没収（21条10項等）

刑事的措置（刑事罰）

○差止請求権 （３条）

○損害賠償請求権 （４条）

○損害額・不正使⽤の推定等 （５条等）

○書類提出命令 （７条）

○営業秘密の⺠事訴訟上の保護（10条等）

（秘密保持命令、訴訟記録の閲覧制限、非公開審理）

○信⽤回復の措置 （14条）

⺠事的措置

国際約束に基づく禁⽌⾏為

法律の目的（第１条）

営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟⼿続の特例（営業

秘密の内容の言換え、公判期日外での尋問等）

刑事訴訟⼿続の特例（第23条〜第31条）

⑤
技
術
的
制
限
手
段
を
無
効

化
す
る
装
置
等
の
提
供

（

11号
・

12号
）

第三者に属する財産の没収手続や、没収保全の手続、没収に係る国際共

助手続等

没収に関する手続等（第32条〜第40条）

⺠事的措置のみ（⑥⑧⑨）

１
外
国
国
旗
、
紋
章
等
の

不
正
使
用
（

16条
）

2国
際
機
関
の
標
章
の

不
正
使
用
（

17条
）

3外
国
公
務
員
等
へ
の

贈
賄
（

18条
）
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※○囲いの数字は、第2条第1項各号の該当号数

㊙

不正に取得④

使用④

開示④

悪意or重過失で取得⑤

使用⑤

善意and無重過失で取得

開示⑤

悪意or重過失で開示⑥

㊙

正当に取得

図利加害目的で

不正開⽰⑦

悪意or重過失で取得⑧

使用⑧

善意and無重過失で取得

開示⑧

悪意or重過失で開示⑨

○不正取得の類型

○正当取得の類型

不正開⽰の介在に
悪意or重過失で使用⑨

不正な利益・損害を与える目

的（図利加害目的）で

不正使⽤⑦

不正取得の介在に

悪意or重過失で使用⑥

④〜⑨の⾏為により⽣じた物の譲渡・輸出入等⑩
（譲り受けた時に善意and無重過失の場合を除く。）

※悪意or重過失＝当該⾏為があったことを知っている、あるいは重大な過失により知らない

※善意and無重過失＝当該⾏為があったことを、重大な過失なく知らない
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㊙

営業秘密を示された者が、
３号の⽅法により営業秘密を領得

管理に係る任務に
背いて使用④

管理に係る任務に
背いて開示④

㊙

㊙

詐欺等⾏為・管理侵害
⾏為により不正に取得

使用②

開示②

（２号）不正に取得した営業秘密を、図利加害目的で、使⽤⼜は開⽰する⾏為

㊙

詐欺等⾏為・管理侵害⾏為により、
営業秘密を不正に取得①

㊙

（１号）図利加害目的で、詐欺等⾏為⼜は管理侵害⾏為によって、

営業秘密を不正に取得する⾏為

（４号）営業秘密を保有者から⽰された者が、第３号の⽅法によって領得した営業秘

密を、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使⽤⼜は開

示する⾏為

（５号）営業秘密を保有者から⽰された現職の役員⼜は従業者が、図利加害

目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、 営業秘密を使用又

は開⽰する⾏為

在職中に営業秘密を既に
示されている者

㊙

使用⑥

開示⑥

従
業
者

退
職
者

退

職

在職中に「図利加害目的」で使⽤・開⽰の約束

（６号）営業秘密を保有者から⽰された退職者が、図利加害目的で、在職中に、

その営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密の開⽰の申込みを

し、⼜はその営業秘密の使⽤若しくは開⽰について請託を受け、退職

後に使⽤⼜は開⽰する⾏為

（３号）営業秘密を保有者から⽰された者が、図利加害目的で、その営業秘密の管理に

係る任務に背き、 （イ）媒体等の横領、（ロ）複製の作成、（ハ）消去義務違反＋

仮装、のいずれかの⽅法により営業秘密を領得する⾏為

㊙
営業秘密を示された者が、

媒体の横領等の⽅法に
より営業秘密を領得③

㊙

在職中に営業秘密を既に

示されている者

管理に係る任務に
背いて使用⑤

管理に係る任務に
背いて開示⑤

㊙

従

業

者

営業秘密侵害罪の類型（刑事）（第２１条第１項、第３項）①

○不正な⼿段（詐欺・恐喝・不正アクセスなど）による取得のパターン

前 提

○正当に営業秘密が⽰された者による背信的⾏為のパターン

前 提

㊙

②④⑤⑥に当たる
開示を通じ取得

使用⑦

開示⑦

（７号）図利加害目的で、②、④〜⑥の罪に当たる開⽰（海外重罰の場

合を含む）によって取得した営業秘密を、使⽤⼜は開⽰する⾏為

（２次的な転得者を対象）

営業秘密侵害罪の類型（刑事） （第２１条第１項、第３項）②

○転得者による使用・開示のパターン

㊙

②④⑤⑥に当たる
開示

使用⑧

開示⑧

（８号）図利加害目的で、②、④〜⑦の罪に当たる開⽰（海外重罰の場

合を含む）が介在したことを知って営業秘密を取得し、それを使用又は開示す

る⾏為（３次以降の転得者をすべて対象）

⑦に当たる開示

･･

②④⑤⑥⑦に当たる開示が介在した
ことを知って取得

･･

㊙

（９号）図利加害目的で、②、④〜⑧の罪に当たる使⽤（海外重課の場合

を含む）によって⽣産された物を、譲渡・輸出⼊する⾏為

○営業秘密侵害品の譲渡等のパターン

②、④〜⑧に当たる使⽤によって⽣産
された物

譲渡・輸出入等⑨

情を知って譲り受け

譲渡・輸出入等⑨

（１号）⽇本国外で使⽤する目的での①⼜は③の⾏為

○海外重罰のパターン（21条3項）

㊙

不正取得①

領得③

海外で使用

（２号）日本国外で使用する目的を持つ相手方に、それを知って

②、④〜⑧に当たる開⽰をする⾏為

㊙
海外において②、④〜⑧に当たる

使用

（３号）⽇本国外で②、④〜⑧に当たる使⽤をする⾏為

海外で使用

②、④〜⑧に当たる開⽰

※第２１条第１項第３号を除く全ての類型について、

その未遂⾏為も処罰の対象（第２１条第４項）
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鹿
児
島

かごしま つぼづく くろず

(7)⿅児島の壺造り⿊酢

さくらじまこ

(46)桜島小みかん

へつか

(57)辺塚だいだい

か ごしまくろうし

(58)⿅児島⿊⽜

登録申請公示（平成30年２⽉７⽇時点）

江刺りんご 岩手県

松館しぼり大根 秋田県

対州そば ⻑崎県

山形セルリー 山形県

北
海
道

ゆうばり

(4)夕張メロン

とかち かわにしなが

(21)⼗勝川⻄⻑いも

青
森 (1)あおもりカシス

じゅうさんこさんやまと

(23)十三湖産大和しじみ

お がわら こさんやまと

(52)小川原湖産大和しじみ

茨
城 えどさき

(6)江⼾崎かぼちゃ

いいぬまくり

(38)飯沼栗

み と やわらか

(59)⽔⼾の柔甘ねぎ

静
岡 みしまばれいしょ

(18)三島⾺鈴薯

たご うら

(36)田子の浦しらす

長
野 いちだがき

(13)市田柿

(34)すんき

奈
良 み わ そうめん

(12)三輪素麺

愛
媛 い よ い と

(10)伊予生糸

福
井 よしかわ

(14)吉川ナス

や た べ

(15)谷田部ねぎ

やまうち

(16)山内かぶら

かみしょう

(43)上庄さといも

わかさ おばま こだい づけ

(45)若狭⼩浜⼩鯛ささ漬

兵
庫 たじまぎゅう

(2)但馬牛

こうべ

(3)神⼾ビーフ

鳥
取 とっとりさきゅう

(11)鳥取砂丘らっきょう

山
口 しものせき

(19)下関ふく

みとう

(40)美東ごぼう

福
岡 や め でんとうほんぎょくろ

(5)⼋⼥伝統本⽟露

熊
本

けんさん ぐさ

(8)くまもと県産い草
けんさん ぐさたたみおもて

(9)くまもと県産い草畳表

大
分 しちとういおもて

(22)くにさき七島藺表

おおいた

(33)大分かぼす

石
川 か が まる

(17)加賀丸いも

のと しか がき

(20)能登志賀ころ柿

岡
山 つらじま

(24)連島ごぼう

三
重 とくさんまつさかうし

(25)特産松阪牛

山
形 よねざわぎゅう

(26)米沢牛

ひがしね

(30)東根さくらんぼ

愛
知 にしお まっちゃ

(27)⻄尾の抹茶

はっちょうみ そ

(49)八丁味噌

岩
手 まえさわぎゅう

(28)前沢牛

いわて のだむら あらうみ

(47)岩手野田村荒海ホタテ

新
潟 ちゃまめ

(29)くろさき茶⾖

宮
城

(31)みやぎサーモン

秋
田 おおだて

(32)大館とんぶり

の

(51)ひばり野オクラ

栃
木 にっさと

(35)新⾥ねぎ

和
歌
山

きしゅうきんざんじ みそ

(39)紀州⾦⼭寺味噌

イ
タ
リ
ア

共
和
国 (41)プロシュット ディ パルマ

徳
島 きとう

(42)木頭ゆず
京
都 まんがんじあま

(37)万願寺甘とう

沖
縄 りゅうきゅう す

(44)琉球もろみ酢

富
山 にゅうぜん すいか

(53)⼊善ジャンボ⻄⽠

香
川 かがわおばらべに わ せ

(54)香川小原紅早生みかん

滋
賀 おうみぎゅう

(56)近江牛

宮
崎 みやざきぎゅう

(55)宮崎牛

岐
阜 おく ひ だ やまのむらかんぼ だいこん

(48)奥飛騨山之村寒干し大根

どうじょうはちやがき

(50)堂上蜂屋柿
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○ ＧＩ保護により、模倣品が排除されるほか、取引の拡大や価格の上昇、担い手の増加など

ＧＩ登録をきっかけとした効果も現れている。

○ 生産者団体が自ら産品の価値を再認識し、品質管理の重要性の認識や、より良い産品を⽣

産しようとする意欲の高まりなど前向きな効果がある。

価格の上昇

取引の

拡大

担い手の

増加

○連島ごぼう

○江⼾崎かぼちゃ

○伊予生糸

新たに生糸生産に携わる担い手が就農

今後も新たな就農の予定

○あおもりカシス

急増する需要に応えるため、新規就農者

を積極的に受け入れ（新規５人）

○市田柿
台湾・香港・タイなどへの輸出本格化

○鳥取砂丘らっきょう
販売額が2016年産、2017年産ともに10億円越え（25％増）

（2015年産︓約８億円）

1kgあたりの単価が760円から900円に上昇

（18％上昇）（2017年）

○鳥取砂丘らっきょう
生産者の新規加入（新規５人）

模倣品の

排除

○海外での模倣品排除

○⼋⼥伝統本⽟露
販売単価が前年⽐で11％上昇

（2016年）

タイで発⾒された模倣品の「夕張日本メロン」

について、タイの生産者に警告状を送付し、

名称の使用を停止。

○GIの不正使⽤の防⽌

ＧＩ産品と誤認されるような表⽰に対し、指導等を⾏い適正化。

1kgあたりの価格が2016年、2017年ともに400円越え

（26％上昇）（2015年︓317円）

○能登志賀ころ柿
2017年度の出荷量が約３万８千箱に増加（15％増）
（2016年度︓約３万３千箱）
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本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、

「Aランク」のみを用いて作成しているため、「紙へリサイクル可」




